
アクション・プラン ～出先機関の原則廃止に向けて～
に基づく提案

平成２３年５月１３日

青森県
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Ⅰ 青森県の雇用情勢の現状と課題

○ リーマンショック以後回復が見られたものの、震災の影響により相当の悪化が懸念
○ 学卒者については、県内求人は回復しているものの、県外求人が大幅に減少し、
全体としては昨年度に引き続き厳しい状況であり、今回の震災のよる内定取消や
入職時期の繰り下げが発生

【有効求人倍率】
０．４８倍（２月）→０．３９倍（３月）と
大幅に低下
【解雇情報（予定含む）】

【内定率】
３月末現在 ９０．８％
【未内定者数】

新規高卒者の雇用情勢一般の雇用情勢
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震災の影響により雇用情勢が急激に悪化する中で、
学卒者を含めた若年者雇用対策の充実が必要

【解雇情報（予定含む）】
５月６日現在 １３８事業所で９３１人
【雇用調整助成金の支給状況】
３月３１日現在
・支給件数、金額
３２２件（前月１２０件）
１５４，５３５千円（前月４６，１１０千円）
※震災特例措置により増加する可能性高い

【未内定者数】
３月末現在 ３３３人
【内定取消】
５月８日現在 ２４事業所で２９人
【入職時期の繰下】
５月８日現在 ４８事業所で６３人
※日ごとに拡大。今後も増大懸念強い



Ⅱ 青森県の提案

【提案１】

必要な財源と人員の移管を前提に、県内ハローワーク１か所以上の
移管を検討

※ 下記「提案２」の実績・効果を検証しながら、概ね３年以内の結論を
目指す
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【提案２】

ハローワークの移管に向けた課題や効果を検証するため、
まずは若年者就職支援施設で「一体的な実施」を実施

→ 提案２の詳細は別紙のとおり



Ⅲ 青森県内の若年者就職支援施設の現状

○ 事業開始 平成１６年４月

○ 事業内容
・ 若年失業者等へのカウンセリング
・ 若年者向け各種セミナーの開催

○ 青森市にある県観光物産館（アスパム）３Ｆに各施設とも入居しており、それぞれ連携
して業務を行っているものの、更なる機能強化、運営の一体化が必要

ジョブカフェあおもり

○ 事業開始 平成１６年４月

○ 事業内容
・ 若年失業者、学卒者等への職業紹介
・ 若年、学卒者向け求人の開拓

ハローワークヤングプラザ

連携
・ 若年者向け各種セミナーの開催
・ 学卒未就職者の就職支援（新規）
・ 若年者の職場定着の支援（新規）

○ 場所
・ 青森県観光物産館３Ｆのほか
八戸、弘前、むつにサテライトスポット

○ 運営
・ （財）２１あおもり産業総合支援センター

・ 若年、学卒者向け求人の開拓

○ 運営 青森労働局

○ 事業開始 平成１９年４月

○ 事業内容
・ ニート等の若者へのカウンセリング

○ 運営 ＮＰＯ法人プラットフォームあおもり

青森県若者
サポートステーション

連携
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県知事の指示の下
一体的に運営

一貫した就職支援

青森県

Ⅳ ジョブカフェの機能強化（案）

ジョブカフェ
あおもり

ハローワーク
ヤングプラザ

青森県若者
サポートステーション

職業紹介

職業訓練受講等
の手続き

訓練延長給付

ニート等へのカウンセリング

セミナー
カウンセリング
未就職者対策
定着促進対策

連携強化
機能強化

5



Ⅴ 一体運営の具体的な進め方

○ 県と労働局で、協定を締結し、各若年者就職支援施設の一体的な運営についても
規定する。

○ 協定締結後、関係者が参加した運営協議会で運営方針を決定する。
○ 各施設は、単なる連携のみならず、事業の共同実施、窓口の一本化、情報の共有化
等を行い、若年者の就職支援の機能強化を図る。

青森県 青森労働局
協定締結

要請

ジョブカフェ
あおもり

ハローワーク
ヤングプラザ

青森県若者
サポートステーション

要請

運営協議会

運営方針を決定

青森県 青森労働局
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Ⅵ 一体運営の具体的な内容
１ 各施設一体となった運営

① 総合案内窓口の設置による窓口一本化

② 各施設の開館時間の調整

③ 情報の共有化

２ 若年者に対する一貫した就職支援の実施

① カウンセリングから職業紹介、職業訓練等の手続きまでの一環した支援の実施

※ 職業訓練等の手続きについては、特例的に県内全域を対象とすることも検討

② 求職者向けの各種セミナー（ジョブカフェ）と面接会（ハローワーク）の合同開催② 求職者向けの各種セミナー（ジョブカフェ）と面接会（ハローワーク）の合同開催

③ サテライトスポットにおける職業紹介機能の強化

※ 求人情報提供端末の設置やハローワークによる巡回職業相談の実施等を検討

３ 各種事業における連携の強化
① 県が新たに実施している学卒未就職者早期就職支援事業について、ハローワークが

企業開拓や事業終了後の就職支援について協力

② 県が新たに実施する若年者就職・定着促進事業について、ハローワークがインター

ンシップ先の開拓等について協力

③ ジョブカフェの内定者向けセミナー等についてハローワークも協力して参加勧奨

④ ジョブカフェ体験事業の対象をハローワークにも拡充
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Ⅶ ジョブカフェ等の機能強化の内容

１ 一体的な運営のための機能強化
① 総合案内窓口の設置のための費用・人員等の確保

② 開館時間調整のためのハローワーク等の体制整備

③ 情報の共有化のためのシステム・体制等の整備

２ 一貫した就職支援のための機能強化
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２ 一貫した就職支援のための機能強化

① ハローワークヤングプラザで職業訓練等の手続きを行うための体制・人員の整備

② サテライトスポットにおける職業紹介機能の強化

３ 各種事業における連携の強化
① 各種事業における連携、協力のために必要な組織・人員体制の整備



Ⅷ 一体運営に係るスケジュール

２３年５月

○ 一体運営に係る提案

提案了承後

○ 協定締結、運営方針決定 順次一体運営に移行

国の予算等の措置後
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○ 予算等の措置が必要なものについて順次実施
○ ２４年度以後の更なる機能強化についても検討

○ 個々の事業ごとに効果を検証し、効果のあったもの
については継続して実施

○ 事業実績を踏まえ、財源、人員等の検討状況を見極め
ながら、ハローワークの移管を検討


